
施設の大規模改修により、教
育環境の改善と耐久性、機
能性の向上を図り、明るく優
しいイメージの快適な学校に
なりました。

［数値について］※広報では、万円単位で表示している関係上、端数が一致しない場合があります。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口・世帯数で除算しています。

上中中学校が
大規模改修されました

若狭町ではオープンウォー
タースイミングをはじめ、ゲー
トボール、グラウンド・ゴルフ、
デモンストレーションスポーツ
が開催されました。

福井しあわせ元気国体・
大会が開催されました

町民の健康増進と交流を促
進し観光客の誘客を図るた
め、湯船の更新や大広間に
ステージの設置等を行いま
した。

みかた温泉きららの湯が
改修されました

緑に囲まれた湖面や河内川ダム整
備によって創出された残地を、地域
住民の参画や連携の場として、また
新たな観光交流の場として活用す
るための環境づくりを行いました。

河内川ダムの周辺を
整備しました

　平成30年度決算が決定されました。景気の低
迷など、取り巻く社会情勢は厳しさを増し、財政
状況は非常に厳しいものとなっています。今後も
引き続き、行財政改革プランにおける“集中改革
期間”として、これまでの事業や取り組みを見直し
ながら、財政の健全化に努めます。

　歳入総額は前年より約5億2千万円減
少しました。
　平成29年度決算と比べると、国庫支出
金が約3億6千万円、町債が約4億5千万
円減少し、県支出金が約9千万円、繰入
金が約4千万円の増加となっています。

決算報告若狭町

109億1,824万円
自主財源＝35.0％

一般会計 歳入

平成30年度

町税（16.4％）
17億8,834万円

地方交付税（36.0％）
39億2,832万円

国庫支出金（6.3％）
6億8,838万円

県支出金（12.6％）
13億7,441万円

町債（5.7％）
6億2,341万円

譲与税・交付金等（4.4％）
4億7,373万円

その他（6.1％）
6億6,170万円

繰越金（5.8％）
6億4,241万円

繰入金（5.7％）
6億2,990万円

分担金・負担金
（1.0％）
1億760万円

　歳出総額は前年より4億7千万円減少
しました。
　三方五湖PAスマートIC整備事業、上
中中学校改修事業が減少し、特に土木費
と教育費が減少しています。
　歳入から歳出と翌年度に繰越すべき財
源を差し引いた実質収支は、5億3,004
万円となりました。

103億2,539万円

一般会計 歳出

　平成30年度一般会計の歳出を見ると、103億2,539万円の支出となり、
住民一人当たり約70万円、1世帯あたり約207万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約70万円、世帯あたり約207万円

議会費

議会活動に要した経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

災害復旧費

災害によって生じた被害の
復旧に要した経費です

教育費

小中学校・公民館の運営や
スポーツ振興の経費です

労働費

労働や失業対策などの経費
です

土木費

道路整備等の建設や管理の
経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

農林水産業費

農林業の振興や、土地改良
などの経費です

総務費（16.2％）
16億7,388万円

農林水産業費
（11.9％）
12億3,235万円

商工費（4.4％）
4億4,906万円

土木費（7.1％）
7億3,768万円

消防費（4.0％）
4億910万円

教育費（9.7％）
10億226万円

災害復旧費（1.4％）
1億4,614万円 公債費（12.5％）

12億8,816万円

議会費（0.8％）
8,734万円

労働費（0.2％）
2,243万円

衛生費（10.1％）
10億4,030万円

民生費
（21.7％）
22億3,664万円

自主財源
35.0％

平成30年度の主な事業

9広報わかさ　2019年 11月号8 広報わかさ　2019年 11月号



施設の大規模改修により、教
育環境の改善と耐久性、機
能性の向上を図り、明るく優
しいイメージの快適な学校に
なりました。

［数値について］※広報では、万円単位で表示している関係上、端数が一致しない場合があります。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口・世帯数で除算しています。

上中中学校が
大規模改修されました

若狭町ではオープンウォー
タースイミングをはじめ、ゲー
トボール、グラウンド・ゴルフ、
デモンストレーションスポーツ
が開催されました。

福井しあわせ元気国体・
大会が開催されました

町民の健康増進と交流を促
進し観光客の誘客を図るた
め、湯船の更新や大広間に
ステージの設置等を行いま
した。

みかた温泉きららの湯が
改修されました

緑に囲まれた湖面や河内川ダム整
備によって創出された残地を、地域
住民の参画や連携の場として、また
新たな観光交流の場として活用す
るための環境づくりを行いました。

河内川ダムの周辺を
整備しました

　平成30年度決算が決定されました。景気の低
迷など、取り巻く社会情勢は厳しさを増し、財政
状況は非常に厳しいものとなっています。今後も
引き続き、行財政改革プランにおける“集中改革
期間”として、これまでの事業や取り組みを見直し
ながら、財政の健全化に努めます。

　歳入総額は前年より約5億2千万円減
少しました。
　平成29年度決算と比べると、国庫支出
金が約3億6千万円、町債が約4億5千万
円減少し、県支出金が約9千万円、繰入
金が約4千万円の増加となっています。

決算報告若狭町

109億1,824万円
自主財源＝35.0％

一般会計 歳入

平成30年度

町税（16.4％）
17億8,834万円

地方交付税（36.0％）
39億2,832万円

国庫支出金（6.3％）
6億8,838万円

県支出金（12.6％）
13億7,441万円

町債（5.7％）
6億2,341万円

譲与税・交付金等（4.4％）
4億7,373万円

その他（6.1％）
6億6,170万円

繰越金（5.8％）
6億4,241万円

繰入金（5.7％）
6億2,990万円

分担金・負担金
（1.0％）
1億760万円

　歳出総額は前年より4億7千万円減少
しました。
　三方五湖PAスマートIC整備事業、上
中中学校改修事業が減少し、特に土木費
と教育費が減少しています。
　歳入から歳出と翌年度に繰越すべき財
源を差し引いた実質収支は、5億3,004
万円となりました。

103億2,539万円

一般会計 歳出

　平成30年度一般会計の歳出を見ると、103億2,539万円の支出となり、
住民一人当たり約70万円、1世帯あたり約207万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約70万円、世帯あたり約207万円

議会費

議会活動に要した経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

災害復旧費

災害によって生じた被害の
復旧に要した経費です

教育費

小中学校・公民館の運営や
スポーツ振興の経費です

労働費

労働や失業対策などの経費
です

土木費

道路整備等の建設や管理の
経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

農林水産業費

農林業の振興や、土地改良
などの経費です

総務費（16.2％）
16億7,388万円

農林水産業費
（11.9％）
12億3,235万円

商工費（4.4％）
4億4,906万円

土木費（7.1％）
7億3,768万円

消防費（4.0％）
4億910万円

教育費（9.7％）
10億226万円

災害復旧費（1.4％）
1億4,614万円 公債費（12.5％）

12億8,816万円

議会費（0.8％）
8,734万円

労働費（0.2％）
2,243万円

衛生費（10.1％）
10億4,030万円

民生費
（21.7％）
22億3,664万円

自主財源
35.0％

平成30年度の主な事業

9広報わかさ　2019年 11月号8 広報わかさ　2019年 11月号



　若狭町国民健康保険に加入している人の医療費給付な
どを行う会計です。

　漁業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、常神、
神子、小川、世久見地区が対象です。

国民健康保険特別会計
歳入／ 18億4,552万円
歳出／ 18億2,395万円

◆特別会計…特定の事業について独立した予算で行う会計
◆企業会計…地方公営企業法の適用を受けるもので、特定の事業について独立採算制をとっている会計

総務課　☎0770ｰ45ｰ9109

問い合わせ

漁業集落排水処理事業特別会計
歳入／ 4,758万円
歳出／ 4,749万円

　75歳以上の高齢者の保険料を徴収するための会計で
す。支出の大部分は、福井県後期高齢者医療広域連合へ
支出する保険料です。

　公共下水道処理施設の維持管理を行う会計で、三方、
海山、塩坂越、熊川、三宅地区が対象です。

後期高齢者医療特別会計
歳入／ 1億9,257万円
歳出／ 1億9,234万円

公共下水道事業特別会計
歳入／ 5億2,614万円
歳出／ 5億2,517万円

　三方診療所の運営費は、診療収入と一般会計からの
繰入金でまかなわれ、巡回診療所については、診療収入
で運営しています。

　町営・公営・集合住宅の維持管理を行う会計です。主な
収入は、住宅入居者の家賃です。

直営診療所特別会計
歳入／ 8,740万円
歳出／ 8,445万円

町営住宅等特別会計
歳入／ 4,315万円
歳出／ 3,579万円

　65歳（特定疾病のある人は40歳）以上で、介護認定を
受けた人の介護に必要な費用の給付や、介護サービスの
提供を行う会計です。

　宅地造成・分譲を行う会計で、朝霧団地、若王子団地、
上瀬団地、天徳寺団地を分譲中です。

介護保険特別会計
歳入／ 19億3,000万円
歳出／ 18億6,372円

土地開発事業特別会計
歳入／ 7,124万円
歳出／ 6,140万円

　主に三方地域を給水区域とする簡易水道施設を維持管
理運営していくための会計です。

　上中地域（一部を除く）の水道事業を経営するために
設けられた独立採算制の会計です。

簡易水道事業特別会計
歳入／ 1億8,717万円
歳出／ 1億5,234万円

水道事業会計
収益的収入／ 1億7,192万円　支出／ 1億7,629万円
資本的収入／ 2億868万円　　支出／ 2億9,898万円

　農業労働による災害を受けた人を救済するために設け
られた独立採算制の会計です。

　工業用水道事業を経営するための会計で、若狭中核工
業団地の7企業に工業用水を供給しています。

農業者労働災害共済事業特別会計
歳入／ 165万円
歳出／ 131万円

工業用水道事業会計
収益的収入／ 2,491万円　支出／ 3,388万円
資本的収入／ 3,219万円　支出／ 3,219万円

　農業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、三十
三地区や野木地区など9地区が対象です。

　上中診療所を経営するための会計です。収入の大部分
は、わたしたちが受診して支払う診療費です。

農業集落排水処理事業特別会計
歳入／ 4億169万円
歳出／ 4億20万円

国民健康保険上中診療所事業会計
収益的収入／ 4億6,900万円　支出／ 5億6,520万円
資本的収入／ 2億787万円　　支出／ 2億2,443万円

若狭町には、一般会計のほかに11の特別会計、3つの企業会計があります。
　財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公
表します。平成30年度決算に係る指標は、いずれも基準を下回っています
が、将来の町の財政を圧迫しないよう、財政の健全化につとめていきます。

　町の借金（地方債残高）は、約5億円減少し、
約114.3億円（普通会計）となっています。
　すべての会計（一般会計、11特別会計、3企業
会計）では、約180.1億円となっています。

指標財政の健全化に関する

　町の貯金（基金残高）は、約1.3億円減少し、
約17.2億円となっています。
　そのうち、目的基金を除いた自由に利用できる
基金は、約9.9億円です。

貯金は住民一人あたり約11万円

　数値が大きいほど自主財源の割合が高く、自
主性の高い財政運営が可能になります。
　若狭町は近年横ばいで推移しています。

財政力指数は0.34（3か年平均）

　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
　　　5.5 （ー） 

20.0％

会　　計 経営健全化基準 若狭町の比率
（　）内はH29年度値

（平成31年3月31日の人口で除算:14,807人）

簡 易 水 道 事 業
農業集落排水処理事業
漁業集落排水処理事業
公 共 下 水 道 事 業
土 地 開 発 事 業
水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業
国民健康保険上中診療所事業

資金不足比率

　　　ー （ー）
　　　ー （ー）
  15.3%（15.3%）
113.1％（131.3％）

14.49％
19.49％
25.0  ％
350.0  ％

早期健全化基準

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、平成30年度は黒字であり、
　赤字がないため算定されません。

若狭町の比率
（　）内はH29年度値

実 質 赤 字 比 率
連 結 実 質 赤 字 比 率
実 質 公 債 費 比 率
将 来 負 担 比 率

健全化判断比率 ことばの説明

　借入金の返済額およびこれに準じる額の収入に占め
る割合を指標化したもので、数値が低いほど健全になり
ます。

実質公債費率

　借入金や負担等の残高の程度を指標化し、将来町の
財政を圧迫する可能性の高さを示すもので、数値が低
いほど健全になります。

将来負担比率

　公営企業の資金不足額を、料金収入等の財政規模と
比較して指標化したもので、経営健全化基準以上となっ
た場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

資金不足比率
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借金は住民一人あたり約77万円
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　若狭町国民健康保険に加入している人の医療費給付な
どを行う会計です。

　漁業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、常神、
神子、小川、世久見地区が対象です。

国民健康保険特別会計
歳入／ 18億4,552万円
歳出／ 18億2,395万円

◆特別会計…特定の事業について独立した予算で行う会計
◆企業会計…地方公営企業法の適用を受けるもので、特定の事業について独立採算制をとっている会計

総務課　☎0770ｰ45ｰ9109

問い合わせ

漁業集落排水処理事業特別会計
歳入／ 4,758万円
歳出／ 4,749万円

　75歳以上の高齢者の保険料を徴収するための会計で
す。支出の大部分は、福井県後期高齢者医療広域連合へ
支出する保険料です。

　公共下水道処理施設の維持管理を行う会計で、三方、
海山、塩坂越、熊川、三宅地区が対象です。

後期高齢者医療特別会計
歳入／ 1億9,257万円
歳出／ 1億9,234万円

公共下水道事業特別会計
歳入／ 5億2,614万円
歳出／ 5億2,517万円

　三方診療所の運営費は、診療収入と一般会計からの
繰入金でまかなわれ、巡回診療所については、診療収入
で運営しています。

　町営・公営・集合住宅の維持管理を行う会計です。主な
収入は、住宅入居者の家賃です。

直営診療所特別会計
歳入／ 8,740万円
歳出／ 8,445万円

町営住宅等特別会計
歳入／ 4,315万円
歳出／ 3,579万円

　65歳（特定疾病のある人は40歳）以上で、介護認定を
受けた人の介護に必要な費用の給付や、介護サービスの
提供を行う会計です。

　宅地造成・分譲を行う会計で、朝霧団地、若王子団地、
上瀬団地、天徳寺団地を分譲中です。

介護保険特別会計
歳入／ 19億3,000万円
歳出／ 18億6,372円

土地開発事業特別会計
歳入／ 7,124万円
歳出／ 6,140万円

　主に三方地域を給水区域とする簡易水道施設を維持管
理運営していくための会計です。

　上中地域（一部を除く）の水道事業を経営するために
設けられた独立採算制の会計です。

簡易水道事業特別会計
歳入／ 1億8,717万円
歳出／ 1億5,234万円

水道事業会計
収益的収入／ 1億7,192万円　支出／ 1億7,629万円
資本的収入／ 2億868万円　　支出／ 2億9,898万円

　農業労働による災害を受けた人を救済するために設け
られた独立採算制の会計です。

　工業用水道事業を経営するための会計で、若狭中核工
業団地の7企業に工業用水を供給しています。

農業者労働災害共済事業特別会計
歳入／ 165万円
歳出／ 131万円

工業用水道事業会計
収益的収入／ 2,491万円　支出／ 3,388万円
資本的収入／ 3,219万円　支出／ 3,219万円

　農業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、三十
三地区や野木地区など9地区が対象です。

　上中診療所を経営するための会計です。収入の大部分
は、わたしたちが受診して支払う診療費です。

農業集落排水処理事業特別会計
歳入／ 4億169万円
歳出／ 4億20万円

国民健康保険上中診療所事業会計
収益的収入／ 4億6,900万円　支出／ 5億6,520万円
資本的収入／ 2億787万円　　支出／ 2億2,443万円

若狭町には、一般会計のほかに11の特別会計、3つの企業会計があります。
　財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公
表します。平成30年度決算に係る指標は、いずれも基準を下回っています
が、将来の町の財政を圧迫しないよう、財政の健全化につとめていきます。

　町の借金（地方債残高）は、約5億円減少し、
約114.3億円（普通会計）となっています。
　すべての会計（一般会計、11特別会計、3企業
会計）では、約180.1億円となっています。

指標財政の健全化に関する

　町の貯金（基金残高）は、約1.3億円減少し、
約17.2億円となっています。
　そのうち、目的基金を除いた自由に利用できる
基金は、約9.9億円です。

貯金は住民一人あたり約11万円

　数値が大きいほど自主財源の割合が高く、自
主性の高い財政運営が可能になります。
　若狭町は近年横ばいで推移しています。

財政力指数は0.34（3か年平均）
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早期健全化基準

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、平成30年度は黒字であり、
　赤字がないため算定されません。

若狭町の比率
（　）内はH29年度値

実 質 赤 字 比 率
連 結 実 質 赤 字 比 率
実 質 公 債 費 比 率
将 来 負 担 比 率

健全化判断比率 ことばの説明

　借入金の返済額およびこれに準じる額の収入に占め
る割合を指標化したもので、数値が低いほど健全になり
ます。

実質公債費率

　借入金や負担等の残高の程度を指標化し、将来町の
財政を圧迫する可能性の高さを示すもので、数値が低
いほど健全になります。

将来負担比率

　公営企業の資金不足額を、料金収入等の財政規模と
比較して指標化したもので、経営健全化基準以上となっ
た場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

資金不足比率
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借金は住民一人あたり約77万円
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